
 平和が丘防災タイムズ  第25号 

平和が丘学区防災委員会 
 
	 早いものでもう師走ですね。何かと慌ただしくなってきましたが、皆さまご健勝のこと

とお慶び申し上げます。 
	 さて、防災タイムズ第25号では、9月に行われました防災あんしん調査結果について、
改めてご紹介させていただきます。 
 
○第12回 防災あんしん調査票 集約結果 

	 	 ９月に平和が丘学区の第12回防災あんしん調査を実施し、自治会・住民の方のご協力
により無事終了しましたが、調査票の回収率は85.3%と昨年より1.4ポイント低下して
おり、災害時の共助のためにもより多くの回収が望まれます。 
（１）回収結果 
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H26年度 1961世帯 1,700世帯 86.7% 4,426人 2.60人 479世帯 116人 
H27年度 1,979世帯 1,688世帯 85.3% 4,404人 2.61人 428世帯 122人 

	 	 	 	 ※調査票の配布ができない管理マンション等があるため、配布世帯数および総人数等は学区全体の 
	 	 	 	 	 正値より少なくなっています。 
	 	 	 75歳以上の高齢者がおられる世帯は学区全体の25％を占めており、自治会によっ
ては30%を超えるところもありました。（最高で32.9%、最小で17.2%） 

	 	 	 また、アンケート結果では122人の方が災害時に何らかの援護（介助）が必要であ
り、自主防災会やご近所同士での助け合いが重要になります。日頃から顔の見えるお

付き合い（近助）をお願いします。 
（２）避難所への避難世帯数 

H26年度 36.2% 54.8%  0.7%  5.6%  2.7% −− 
H27年度 35.5% 55.0%  0.5%  6.1%  2.8% −− 

	 	 	 ９割の方が平和が丘小学校と東邦高校を避難先とされており、避難先のバランス化

が今後の課題と考えられます。 
	 	 	 なお、コミュニティーセンターは救護者用の避難所として活用することになってい

ます。 
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○デイサービスセンター平和が丘と防災に関する支援協力協定を締結 

	 	 平和が丘学区の防災体制強化の一環として、平成27年11月26日にデイサービスセン
ター平和が丘と災害支援協力について覚書を締結しました。 
	 	 大規模地震や風水害により災害が発生した場合、デイサービスセンター平和が丘に対

して①一時的な避難場所の提供、②車椅子等介護機器の貸出、③介護職員の派遣などの

支援協力をお願いするもので、当日は名東消防署長立ち会いのもと、デイサービスセン

ター平和が丘木村所長、平和が丘学区連絡協議会後藤会長以下多数出席し締結式を執り

行いました。 
 
○保健環境委員会の役割と活動 

	 昭和２２年、名古屋市に「保健委員」制度ができ６８年経過しました。発足当初は伝

染病等の防疫、公衆衛生清掃などが主な活動のようでした。 
	 近年では「ゴミ非常事態宣言」（平成１１年）をうけ、

資源ゴミの排出指導など活動範囲が環境分野に大きく広が

っていることから、平成２７年度から「保健環境委員会」

（保健環境委員）へと名称が変更されました。 
	 平和が丘学区では現在、全自治会で１７名の委員の方が活動しています。 
主な取り組みはゴミの排出、分別仕訳指導、環境事業所との連携及びペット飼育されて

いる方へのマナー向上運動、またネズミやゴキブリ駆除等に関する行政とのパイプ役と

して活動しております。 
学区の皆様も、これからも地域の環境と公衆衛生の向上にご協力宜しくお願い致します。 
 

□防災お役立ち情報（災害用伝言ダイヤル・災害用伝言サービス） 

	 災害発生時に被災地の方との伝言が残せる｢災害用伝言ダイヤル｣をご存知ですか？ 
	 よく知られているのは、固定電話や携帯電話から音声で伝言を残す171番のサービス

ですが、実はこのサービスで家族間の確

認用に登録する電話番号は、自宅などの

｢固定電話番号｣だけで、携帯電話の番号

は登録できません。 
	 反対に、携帯電話のメニュー操作にあ

る伝言板(テキストのみ)や、スマホ用ア
プリのサービスでは、お使いの携帯電話

番号が確認用電話番号になり、持ってい

る本人のみが伝言を残せます。 
	 せっかくの有効なサービスも、家族間

で使い方が違っていては伝えられません

ね。それぞれに特徴があるため、いざと

言うときのために｢家族間で災害用伝言

板の使い方に慣れておく｣ことが重要で

す。毎月1日と15日や正月
三が日、防災週間などで

体験利用が可能ですよ。 
 
<編集後記>	 早いものでもう師走ですね。今年の６月から３回の発行を担当しま
したが、この周期も意外に早かった気がします。来年も皆さまの

お役に立つ情報を掲載していきますので、よろしくお願いいたし

ます。では皆さま、良いお年をお迎えください。（編集	 前島） 

平和が丘学区ホームページ 

http://heiwagaoka.jimdo.com/ 


